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輸出免税 
EXW 又は EX GODOWN の場合の輸出免税 

ケースＡ 商社経由輸出：売買当事者でない商社の場合 

契約関係（取引関係）：国際物品売買契約（売買代金の受払：通常、国際当事者間） 
貿易条件（引渡条件）：EXW 又は EX GODOWN 
輸出免税の適用：可能。 
可能要件：輸出許可通知書の入手、消費税輸出免税不適用連絡一覧表の交付 

海外輸入者Ａから注文を受けた国内メーカーＢが、Ａの指定した国内のＣに商品を

引き渡し、そのＣがＣの名義で輸出通関をした場合、Ｃ名義の「輸出許可通知書」（7

年間保存する必要がある）を入手し、さらに参考書類としてＡＢ間の EXW 又は EX 
GODOWN での「輸出取引契約書」を用意することによって、消費税法第７条第 1

項 1号（「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」）の輸出免税の適

用を受けることが可能。かかる「輸出許可通知書」(さらに参考書類として「輸出取

引契約書」)が輸出免税の「証明」（消費税法第 7条第 2項の証明）となる。 

なお、この場合、Ｃに対して、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の交付をしてお

くことが必要。 

Ａの指定したＣの立場は、Ｂとの関係において、輸出事務代行委託を受けた受託者

の立場。 
 

参考資料 
国税庁ＨＰより：https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm 

輸出取引に係る輸出免税の適用者 
【照会要旨】 
 輸出免税制度の適用者は、その適用要件として輸出したことを証する所定の書類

を保存することとされていますが（法 7 、規則 5）、友好商社が介在する取引等の

場合には、名義貸しに係る取引が多く、当該友好商社等を輸出申告者として掲名す

るものの、輸出申告書の原本は実際に輸出取引を行った者（実際の輸出者）が保管

しています。 
 このように、輸出申告書に輸出者として掲名された者が形式的な輸出者であり、

実際の輸出者がある場合には、消費税法上、輸出免税の適用者は実際の輸出者であ

るとして取り扱うことはできないでしょうか。 
【回答要旨】 
 実際の輸出者及び名義貸しに係る友好商社等は、次の措置を講ずることを条件に、

輸出申告書の名義にかかわらず、実際の輸出者が輸出免税制度の適用を受けること

ができるものとします。 
1 実際の輸出者が講ずる措置 
実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者

に対して輸出免税制度の適用がない旨を連絡するための消費税輸出免税不適用連絡

一覧表（別紙様式参照）などの書類を交付します。 
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なお、実際の輸出者は、名義貸しに係る事業者に対して、名義貸しに係る輸出取引

にあっては、当該事業者の経理処理の如何にかかわらず、税法上、売上げ及び仕入

れとして認識されないものであることを指導することとします。 
（注） 名義貸しに係る手数料は、実際の輸出者に対する課税資産の譲渡等に係る

対価であり、これについて輸出免税の対象とすることはできないことに留意してく

ださい。 
2 名義貸しに係る事業者が講ずる措置 
 名義貸しに係る友好商社等の事業者は、確定申告書の提出時に、所轄税務署に対

して、実際の輸出者から交付を受けた 1 に揚げる書類の写しを提出します。ただし、

当該確定申告書等の提出に係る課税期間において全く輸出免税制度の適用を受けて

いない場合には、この限りではありません。 
【関係法令通達】 
 消費税法第 7 条第 2 項、消費税法施行規則第 5 条 
 

消費税輸出免税不適用連絡一覧表 

 
税関ＨＰより：https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/img/ichiran.gif 
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ケースＢ 商社経由の輸出：売買当事者である商社の場合 

契約関係（取引関係）：国内物品売買契約（売買代金の受払：通常、国内当事者間） 
貿易条件（引渡条件）：EXW 又は EX GODOWN 
輸出免税の適用：不可。 
理由：商社は国内売買の買主当事者として、国内売主より仕入れた物品を海外へ

輸出することとなり、商社への国内売主は消費税法基本通達 7-1-1 の（4）に該当し

ないため。この場合、商社が輸出免税の適用となる。 

メーカー等から仕入れた商品を国内輸出商社が輸出する場合、輸出免税は、国内輸

出商社が適用され、メーカー等には適用されない。 
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ケースＣ 直接貿易：ＥＸＷ又はＥＸ ＧＯＤＯＷＮで海外の輸入者と取引する場合 

契約関係（取引関係）：国際物品売買契約（売買代金の受払：通常、国際当事者間） 
貿易条件（引渡条件）：EXW 又は EX GODOWN 
輸出免税の適用：不可。 

国内企業のＢは、非居住者である輸入者Ａが立てる関税法第 95 条の税関事務管理人

から、輸出免税の「証明」（消費税法第 7 条第 2 項の証明）として、Ａ名義の「輸出

許可通知書」（7 年間保存する必要がある）を入手し、さらに参考書類としてＡＢ間

の EXW 又は EX GODOWN での「輸出取引契約書」を用意する（必要あれば、Ａ

が立てる税関事務管理人に対して、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の交付をし

ておく）ことによって、消費税法第７条第 1 項 1 号（「本邦からの輸出として行われ

る資産の譲渡又は貸付け」）の輸出免税の適用を受けることが可能かという案件にお

いて、そもそも国税庁の見解は、ケースＡにみるように「輸出をする実質的な主体

者」が輸出免税等の適用を受けるとするものであることから、今回の主体者は非居

住者なので、かかる適用はない。したがって、消費税を輸入者Ａより預かる必要が

ある。 

なお、ケース A の場合との違いのポイントは、「輸出をする実質的な主体者」が誰で

あるかという点である。すなわち、ケース A の場合、「輸出をする実質的な主体者」

は国内メーカーＢであるので、免税の適用となるが、ケース C の場合は、非居住者

であるので、免税適用とはならない。 
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消費税法（輸出免税等） 
第七条  事業者（第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される

事業者を除く。）が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該

当するものについては、消費税を免除する。 
一  本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け  

－以下略－ 

消費税法基本通達（輸出免税の適用範囲） 
7－1－1 資産の譲渡等のうち法第 7 条第 1 項《輸出免税等の範囲》の規定により

消費税が免除されるのは、次の要件を満たしているものに限られるのであるから留

意する。  
(1) その資産の譲渡等は、課税事業者によって行われるものであること。 
(2) その資産の譲渡等は、国内において行われるものであること。 
(3) その資産の譲渡等は、法第 31 条第 1 項及び第 2 項《非課税資産の輸出等を行

った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の適用がある場合を除き、課税資

産の譲渡等に該当するものであること。 
(4) その資産の譲渡等は、法第 7 条第 1 項各号に掲げるものに該当するものである

こと。 
(5) その資産の譲渡等は、法第 7 条第 1 項各号に掲げるものであることにつき、証

明がなされたものであること 
 

消費税法基本通達（輸出免税等の具体的範囲） 
7－2－1 法第 7 条第 1 項及び令第 17 条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸

出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。（平

15 課消 1－13、平 18 課消 1－1、平 22 課消 1－9 により改正） 
(1) 本邦からの輸出（原則として関税法第 2 条第 1 項第 2 号《定義》に規定する輸

出をいう。）として行われる資産の譲渡又は貸付け 
－以下略－ 

 
関税法（定義）  

第二条  この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、

当該各号に掲げる定義に従うものとする。  
一  「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物（外国の船舶により公海で採捕さ

れた水産物を含む。）又は輸出の許可を受けた貨物を、本邦に（保税地域を経

由するものについては、保税地域を経て本邦に）引き取ることをいう。  
二  「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。  
三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物

（外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。）で、輸入が許可される

前のものをいう。  
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶によ

り公海で採捕された水産物をいう。  
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消費税法施行規則 

第五条（輸出取引等の証明）  法第七条第二項 に規定する財務省令で定めるとこ

ろにより証明がされたものは、同条第一項 に規定する課税資産の譲渡等のうち同項 
各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行った事業者が、当該課税資産の譲渡

等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整

理し、当該課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から二月（清

算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同

じ。）を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所そ

の他これらに準ずるもの（以下この項において「事務所等」という。）の所在地に保

存することにより証明がされたものとする。  
 
一  法第七条第一項第一号 に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

（船舶及び航空機の貸付けを除く。）である場合（次号に掲げる場合を除く。） 当

該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可（関税法 （昭和二十九年法

律第六十一号）第六十七条 （輸出又は輸入の許可）に規定する輸出の許可をいう。）

若しくは積込みの承認（同法第二十三条第二項 （船用品又は機用品の積込み等）の

規定により同項 に規定する船舶又は航空機（本邦の船舶又は航空機を除く。）に当

該資産を積み込むことについての同項 の承認をいう。）があつたことを証する書類

又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載

されたもの  
イ 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等

の所在地（以下この条において「住所等」という。） 
ロ 当該資産の輸出の年月日 
ハ 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額 
ニ 当該資産の仕向地 
 
二  法第七条第一項第一号 に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで

郵便物（関税法第七十六条第一項 （郵便物の輸出入の簡易手続）に規定する郵便物

に限る。以下この号において同じ。）として当該資産を輸出した場合 当該輸出した

事業者が前号ロ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは名称

及び住所等を記載した帳簿又は当該郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書そ

の他の書類で同号イ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは

名称及び住所等並びに当該郵便物の受取りの年月日が記載されているもの  
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税関事務管理人届出書 

 
税関ＨＰより：http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H15tsutatsu346/H15tsutatsukaisei346yoshiki/C-7500.pdf

海外輸出入者 
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非居住者申請入力例 

 
税関ＨＰより：https://www.zeikancode.go.jp/pub/mg01xf01/hikyojusha.html （現在、このサイトは見当たりません 2020.06.11） 
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参考 
①税関事務管理人サービスを行っている企業の例：近鉄エクスプレス販売 
「税関事務管理人サービス」：https://www.kwesales.co.jp/service/tax.html 
 
②VMI（Vender Managed Inventory）：例えば、日本で販売を目論んでいる外国の企業（非居住

者）が、商品を前もって「保税蔵置場」に持ち込んでおいて、取引先の注文に応じて、蔵出輸入

して納品するという方法です。この場合、非居住者である外国の企業は「税関事務管理人」制

度を利用して輸入することになります。なお、商品が食品等に該当する場合は「食品衛生法に係

る食品等の通関の際における取扱い要領」における、「１ 用語の定義」の （９）※により、税関

事務管理人による輸入はできません。 
※「食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い要領」

https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-S57k1055.pdf 
１ 用語の定義 (9) 輸入者：食品等を輸入しようとする者をいう。ただし、法に規定する「輸入しようとする者」には、法第  54 条
に基づく廃棄命令等の実効性を確保する必要があることから、関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第 95 条に規定する「税関事務

管理人」は 含まれない。 

 

 
 


